
（実施類型） （取組の概要） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

検討中 ●

令和４年度に県が策定した「岐
阜県水道広域化推進プラン」
で、当面の取り組みとして管理
の一体化、施設の共同化、経
営の一体化について検討や議
論を行うこととされている。県、
県営水道、受水市町で意見交
換を行い、広域化の方向性を
探って協議している。

県水受水市町と連携し、広域化等の検討、情報共有を行った。

年 月 日

百万円(年)

施設管理の
共同化

管理の一体化

実施済
経営統合

施設の
共同設置・利用

実施予定

取組事項 （水道事業）広域化等

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

●

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

地方独立
行政法人
への移行

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

可児市 水道事業

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等におけ
る中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

　令和元年度に経営戦略を改定し、その後10年間において中長期的視点から経営状況が悪化するとは考えていない。
収益的収支及び資本的収支の双方において今後も健全な経営が見込めることから、現行の経営体制を継続する予定で
ある。

●

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

地方独立
行政法人
への移行

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

可児市 下水道事業 公共下水道

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等におけ
る中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

　令和元年度に経営戦略を改定し、その後10年間において中長期的視点から経営状況が悪化するとは考えていない。
収益的収支及び資本的収支の双方において今後も健全な経営が見込めることから、現行の経営体制を継続する予定で
ある。

●

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

地方独立
行政法人
への移行

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

可児市 下水道事業 特定環境保全公共下水道

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等におけ
る中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

　農業集落排水事業については令和６年度に法適化した。令和元年度に改訂した経営戦略では、その後10年間におい
て収支赤字を補填するための基準外繰入金が多い見込みとなった。企業会計方式に移行したことで経営状態が明白と
なるので、処理場廃止の検討等が必要となってくる。

●

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

地方独立
行政法人
への移行

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

可児市 下水道事業 農業集落排水施設

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等におけ
る中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

　当該事業は宅地造成事業のその他造成に該当し、具体的には工業団地の造成になります。経営戦略における事業期
間は10年間としており、関係する施設を有することはなく、土地の売却、起債の償還が終了すれば事業廃止になることか
ら、現行の経営体制・手法を継続していくこととします。

●

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

地方独立
行政法人
への移行

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

可児市 宅地造成事業 その他造成

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和7年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性


